
 

（電子メール施行） 
事 務 連 絡 
令和４年 12 月 28 日 

 
一 般 社 団 法 人 兵 庫 県 薬 剤 師 会  

御中 

一 般 社 団 法 人 兵 庫 県 医 薬 品 登 録 販 売 者 協 会 

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会兵庫県支部 

兵 庫 県 登 録 販 売 者 協 会 
兵 庫 県 医 薬 品 小 売 商 業 組 合 

兵 庫 県 医 薬 品 卸 業 協 会 
日 本 医 薬 品 卸 勤 務 薬 剤 師 会 兵 庫 県 支 部 

 
 

兵庫県保健医療部薬務課 
 
   新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における 

新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について 
 
標記の件について、下記１のとおり通知がありました。 

ついては、通知に基づく特定販売の届出の取扱いについては、下記２のとおりと

しますので、貴会員（組合員）にご周知をお願いします。 

 
記 

 
１ 通知概要 

（１）通知名 

令和４年12月 27日付け事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部及び医薬・生活衛生局総務課連名通知「新型コロナウイルス感染症・

季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原

定性検査キットの販売対応の強化について」 

（２）概要 

ア 時限的・特例的対応として、一般用抗原検査キットを取扱う店舗販売業にお

いて、薬剤師が当該店舗に不在で、対面により一般用抗原検査キットを販売す

ることができない時間帯においても、電話や情報通信機器を活用した販売方法

を可能とした。 

イ 当該販売方法を行う場合には、電話等の通信手段を用いた情報提供による対

応となることから、備考欄に「抗原検査キット時間外販売対応」と記載した上

で医薬品の特定販売を行う旨の届出を行う。 

 
 



 

２ 取扱 
特定販売の実施・変更は、あらかじめ届出が必要であるが、時限的・特例的対応

であることから、事後の届出であっても受理することとする。 

なお、事後の届出を行う場合にあっては、販売開始後速やかに届出を行うこと。 

 

３ 留意事項 

（１）特定販売に係る届出に付随して、医薬品の医薬品の貯蔵・陳列場所が変更にな

る等、店舗販売業として変更が生じる場合は、別に届出が必要である。 

（２）店舗販売業の所在地が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の場合は、

各市保健所へ問い合わせること。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






